
要介護２ 要介護４ 要介護５

753 901 971

第二段階

第三段階①

第三段階②

第四段階

第二段階

第三段階①

第三段階②

第四段階

要介護２ 要介護４ 要介護５

72,553円 78,094円 80,715円

95,803円 101,344円 103,965円

117,813円 123,354円 125,975円

151,479円 157,020円 159,641円

184,662円 195,744円 200,986円

217,845円 234,468円 242,331円

　・薬代 実費 ・おやつ代　　　　　　　　100円/日

　・理美容費 実費 ・預かり金管理料 　　  　 200円/日

　・レクリエーション費 実費 ・電気管理料      1～3品まで100/日

        (外出や特別な企画の場合）   (4品目以降は、1品追加につき、100/日追加)

    ・消耗品セット費 100円／日

※上記利用料については対象者にのみ利用料がかかります。

介護保険法の改正や職員の体制、状況により基本単位数・加算単位数は増減し、利用料金が変更となる可能性がございます。

（令和8年　6月　改定）

要介護度別単位数＋加算基本単位×10.27　　　　/　　　　10

日常生活継続支援加算２

介護職員等処遇改善加算を除いた合計単位数×17.6％　　

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

特別養護老人ホーム 　 しおかぜ 利用料金表

基本料金　　　　　           　　　　　　　　【介護保険内請求】

要介護
度別

単位数

要介護１ 要介護３

算定倍率

682 828

10.27

1,370円／日

46／日

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が８０.９万円を超え、１２０万以下の方

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

一割負担額

加算
基本
単位

35／日

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ

地域区分：6級地

精神科医師配置加算

収
入
の
段
階
別
基
本
料
金

居
住
費

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が８０.９万円以下の方

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が１２０万を超える方

・上記以外の方 2,066円／日

1,370円／日

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が８０.９万円を超え、１２０万以下の方 650円／日

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が１２０万を超える方

課税区分 要介護１ 要介護３

40／月

880円／日

46／日

看護体制加算（Ⅰ）イ、（Ⅱ）イ

食
費

・市民税非課税世帯の方で合計所得額と課税年金収入額+非課税年収入額の合
計が８０.９万円以下の方 390円／日

第四段階

120,621円

1,360円／日

・上記以外の方 1,750円／日

第二段階 69,895円

<<１ヶ月（３１日）あたりの利用額内訳料金表>>　介護保険2割負担

<<１ヶ月（３１日）あたりの利用額内訳料金表>>　介護保険1割負担

第三段階① 93,145円

75,361円

第四段階 179,345円

154,287円148,821円

98,611円

第三段階② 115,155円

226,269円209,870円

5／日

<<１ヶ月（３１日）あたりの利用額内訳料金表>>　介護保険3割負担

その他の利用料

190,278円

第四段階


